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土 岐 市 健 全 化 判 断 比 率 審 査 意 見 書  
 
 
 
１  審 査 の 概 要  
 

こ の 健 全 化 判 断 比 率 審 査 は 、 地 ⽅ 公 共 団 体 財 政 健 全 化 法 に お け る 市 ⻑
か ら 提 出 さ れ た 令 和 ６ 年 度 土 岐 市 健 全 化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と
な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 が 適 正 に 作 成 さ れ て い る か ど う か を 主 眼 と し 、
あ わ せ て 関 係 職 員 の 説 明 を 聴 取 し 、 質 問 等 を 行 い 、 審 査 を 実 施 し た 。  

 
 
２  審 査 の 期 間  
 

令 和 ７ 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 令 和 ７ 年 ８ 月 １ ８ 日 ま で  
 
 
３  審 査 の 結 果  
 

審 査 に 付 さ れ た 下 記 の 健 全 化 判 断 比 率 及 び そ の 算 定 の 基 礎 と な る 事 項
を 記 載 し た 書 類 に つ い て 、 係 数 は 関 係 諸 帳 簿 と 符 合 し て お り 、 い ず れ も
適 正 に 作 成 さ れ て い る も の と 認 め た 。  

な お 、 審 査 の 内 容 、 意 見 及 び 補 足 資 料 に つ い て は 、 別 添 の と お り で あ
る 。  

 
 

 
 
 ＜ 健 全 化 判 断 比 率 ＞  
 

健 全 化 判 断 比 率 名  令 和 ６ 年 度  比 率  早 期 健 全 化 基 準  
 
① 実 質 赤 字 比 率  

      （ ％ ）  
―  

      （ ％ ）  
12 . 8 7  

② 連 結 実 質 赤 字 比 率  ―  17 . 8 7  

③ 実 質 公 債 費 比 率          5 . 0  25 . 0  

④ 将 来 負 担 比 率  ―  35 0 . 0  
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別 添１ 

 
１  健 全 化 判 断 比 率 の 審 査  

 
 当 年 度 に お け る 健 全 化 判 断 比 率 の 審 査 に つ い て は 、 国 が 示 し て い る チ エ ッ ク ポ イ ン
ト に よ り 、 市 ⻑ か ら 提 出 さ れ た 書 類 の 数 値 が 適 正 に 採 ⽤ さ れ て い る か の 検 証 を 行 っ た 。  

 
健 全 化 判 断 比 率 の 状 況 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） に お い て 、 各 比 率 算 定 の す べ て の 分 ⺟ と

な っ て い る 非 常 に 重 要 な 数 値 が 標 準 財 政 規 模 13,820,506千 円 で あ る 。  
そ の 算 定 過 程 は 、 普 通 交 付 税 の 算 定 の 際 に ⽤ い ら れ る 標 準 税 収 入 額 等 9,936,412千 円 、

普 通 交 付 税 額 3,826,722千 円 及 び 臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 57,372千 円 の 合 計 額 で あ る 。  
 

（ １ ） 実 質 赤 字 比 率 に つ い て  
 実 質 赤 字 比 率 は 、 実 質 収 支 が 赤 字 の 場 合 の 標 準 財 政 規 模 に 対 す る 比 率 で あ る 。  
 そ の 算 定 過 程 は 、 ⼀ 般 会 計 等 に 係 る 実 質 収 支 額 が ⼀ 般 会 計 905,578千 円 の ⿊ 字 、 土 岐
市 ・ 瑞 浪 市 障 害 者 総 合 支 援 認 定 審 査 会 特 別 会 計 が 0千 円 で 、 合 計 905,578 千 円 の ⿊ 字 で
あ る た め 、 実 質 赤 字 比 率 は 「 ― ％ 」 と 記 載 さ れ 、 な し と 表 現 さ れ て い る 。  
 
（ ２ ） 連 結 実 質 赤 字 比 率 に つ い て  

連 結 実 質 赤 字 比 率 は 、 ⼀ 般 会 計 等 に ⼀ 般 会 計 等 以 外 の 特 別 会 計 の う ち 公 営 企 業 以 外
の 特 別 会 計 の 実 質 収 支 額 と 公 営 企 業 会 計 の 資 金 不 足 ・ 剰 余 額 を 加 え た 額 が 赤 字 の 場 合
の 標 準 財 政 規 模 に 対 す る 比 率 で あ る 。  

そ の 算 定 過 程 は 、 ⼀ 般 会 計 等 以 外 の 特 別 会 計 の う ち 公 営 企 業 以 外 の 特 別 会 計 に 係 る
実 質 収 支 額 が 国 ⺠ 健 康 保 険 特 別 会 計 133,838千 円 、 駐 ⾞ 場 事 業 特 別 会 計 1,848千 円 、 介 護
保 険 特 別 会 計 230,365千 円 、 土 岐 市 ・ 瑞 浪 市 介 護 認 定 審 査 会 特 別 会 計 0千 円 及 び 後 期 高 齢
者 医 療 特 別 会 計 31,415千 円 の 合 計 397,466千 円 の ⿊ 字 と な っ て い る 。 ま た 、 法 適 ⽤ 企 業
の 水 道 事 業 会 計 、 病 院 事 業 会 計 及 び 下 水 道 事 業 会 計 に つ い て は 資 金 不 足 と な っ て い な
い た め 連 結 実 質 赤 字 比 率 は 「 ― ％ 」 と 記 載 さ れ 、 な し と 表 現 さ れ て い る 。  
 
（ ３ ） 実 質 公 債 費 比 率 に つ い て  
 実 質 公 債 費 比 率 は 、 従 来 の ⼀ 般 会 計 等 に お け る 公 債 費 だ け で な く 、 公 債 費 に 準 ず る
も の を 含 め た 実 質 的 な 公 債 費 が 標 準 財 政 規 模 に 占 め る 比 率 で あ る 。  
 そ の 算 出 過 程 は 、 標 準 財 政 規 模 13,820,506千 円 か ら 普 通 交 付 税 の 基 準 財 政 需 要 額 に
算 入 さ れ た 額 1,607,008千 円 を 差 し 引 い た 12,213,498千 円 を 分 ⺟ と し て 計 算 し 、 ⼀ 般 会
計 等 の 公 債 費 1,956,396千 円 と 、 準 元 利 償 還 金 と し て 、 公 営 企 業 債 の 償 還 の 財 源 に 充 て
た と 認 め ら れ る 繰 入 金 811,843 千 円 及 び ⼀ 部 事 務 組 合 等 の 起 こ し た 地 ⽅ 債 に 充 て た と
認 め ら れ る 補 助 金 又 は 負 担 金 81,082千 円 を 加 え た 2,849,321千 円 か ら 、 公 債 費 等 に 係 る
特 定 財 源 と し て 公 営 住 宅 使 ⽤ 料 1,702千 円 、 都 市 計 画 事 業 の 地 ⽅ 債 償 還 に 充 当 し た 都 市
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計 画 税 465,502 千 円 及 び そ の 他 132,068 千 円 の 合 計 599,272 千 円 及 び 普 通 地 ⽅ 交 付 税 の
基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 さ れ た 額 1,607,008 千 円 を 加 え た 2,206,280 千 円 を 差 し 引 い た
643,041千 円 が 分 子 と な る 。  
 従 っ て 、 令 和 ６ 年 度 単 年 度 分 の 実 質 公 債 費 比 率 を 確 認 す る と 、 分 子 643,041千 円 ÷分
⺟ 12,213,498千 円 ×100で 5.26500％ と な る 。  

ま た 、 令 和 ４ 年 度 実 質 公 債 費 比 率 5.06937％ 、 令 和 ５ 年 度 実 質 公 債 費 比 率 4.85663％ 、
令 和 ６ 年 度 実 質 公 債 費 比 率 5.26500％ 、 の ３ か 年 平 均 は 5.0％ で あ る 。  
 
（ ４ ） 将 来 負 担 比 率 に つ い て  

将 来 負 担 比 率 は 、 ⼀ 般 会 計 等 が 将 来 負 担 す べ き 実 質 的 な 負 債 の 標 準 財 政 規 模 に 対 す
る 比 率 で あ る 。  
 そ の 算 定 過 程 は 、 標 準 財 政 規 模 13,820,506千 円 か ら 、 普 通 交 付 税 の 基 準 財 政 需 要 額 に
算 入 さ れ た 額 1,607,008千 円 を 差 し 引 い た 12,213,498千 円 を 分 ⺟ と し 、 ⼀ 般 会 計 等 の 地
⽅ 債 現 在 高 、 公 営 企 業 の 地 ⽅ 債 現 在 高 に 対 す る 繰 入 見 込 額 、 債 務 負 担 行 為 に 基 づ く 支
出 予 定 額 、 退 職 手 当 負 担 見 込 額 等 の 合 計 が 将 来 負 担 額 30,785,568千 円 と な り 、 充 当 可 能
基 金 8,163,070 千 円 、 充 当 可 能 特 定 歳 入 5,273,673 千 円 及 び 基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額
20,158,090 千 円 の 合 計 33,594,833 千 円 を 差 し 引 い た △ 2,809,265 千 円 を 分 子 と し て 計 算
す る が 、 分 子 が マ イ ナ ス と な り 将 来 負 担 額 よ り 充 当 可 能 財 源 が 上 回 る た め 「 ― ％ 」 と
記 載 さ れ 、 な し と 表 現 さ れ て い る 。  
 
２  審 査 の 総 括  
 
 以 上 が 、 令 和 ６ 年 度 地 ⽅ 公 共 団 体 財 政 健 全 化 法 に お け る 健 全 化 判 断 比 率 及 び 附 属 書
類 を 審 査 し た 結 果 の 概 要 で あ る 。  
 ① 実 質 赤 字 比 率 、 ② 連 結 実 質 赤 字 比 率 の 両 比 率 と も 「 ― ％ 」 と 記 載 さ れ 、 早 期 健 全 化
基 準 と 比 較 す る 赤 字 が な い 。 ③ 実 質 公 債 費 比 率 は 5.0％ と な っ て お り 、 早 期 健 全 化 基 準 の
25.0％ と 比 較 す る と 、 こ れ を 下 回 り 健 全 段 階 の 数 値 と 言 え る 。 ④ 将 来 負 担 比 率 は 「 ― ％ 」
と な っ て お り 、 早 期 健 全 化 基 準 と 比 較 す る 将 来 負 担 比 率 は 発 生 し な か っ た 。  
 特 に 、 是 正 改 善 を 要 す る よ う な 指 摘 す べ き 事 項 は な か っ た が 、 大 規 模 な 事 業 が 実 施 さ
れ て い る た め 、 今 後 も 実 質 公 債 費 比 率 や 将 来 負 担 比 率 に 注 視 し 、 安 定 し た 行 財 政 運 営 に
努 め ら れ た い 。  
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別 添 ２ 

 

○審査補足資料 

 

１  健全化判断比率の算定方法 

 

①  実質赤字比率＝ 
 一般会計等の実質赤字額  

標準財政規模 

 ※一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率である。 

 

・  一般会計等の実質赤字額： 一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当 

                する会計における実質赤字の額 

・  実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額） 

 

②  連結実質赤字比率＝ 
 連結実質赤字額  

標準財政規模 

※全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率で

ある。 

 

・  連結実質赤字額： イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該 

           超える額 

イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外 

の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額 

ロ 公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足 

額の合計額 

ハ  一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計

の実質黒字の合計額 

ニ  公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余

額の合計額 

 

③  実質公債費比率（３か年平均）＝ 

 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）― 

   （特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

  標準財政規模―（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 ※一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率で

ある。 

・  準元利償還金：イからホまでの合計額 

イ  満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とし

た場合における１年当たりの元金償還金相当額 

ロ  一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の

償還の財源に充てたと認められるもの 

ハ  組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こ

した地方債の償還の財源に充てたと認められるもの 

ニ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの 

ホ 一時借入金の利子 

 

④  将来負担比率＝ 

 

  将来負担額―（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る 

        基準財政需要額算入見込額）               

  標準財政規模―（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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※一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である。 

・  将来負担額：イからチまでの合計額 

 

イ  一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高 

ロ  債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るも

の） 

ハ  一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見

込額 

ニ  当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担

等見込額 

ホ  退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の

負担見込額 

へ  地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担

している場合の当該債務の額のうち、当該法人等の財務・経営状況を勘案し

た一般会計等の負担見込額 

ト 連結実質赤字額 

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 

・  充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治 

法第２４１条の基金 
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